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令和 2（2020） 年度 「緑の募金」 事業概要 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校募金、街頭募金など募金活動の自粛を余儀な

くされ、4 月から 1 月までの募金収入は前年比 61％と大幅に減少している。 

このような状況を背景として、2020 年 11 月の協議会において次のような補正予算が承認され

た。 

・募金収入は 9 月末時点で 6,780 千円（前年比 52％）であり、当初予算の 50％を見込んだ。 

［当初予算 21,200 千円→補正予算 10,291 千円］ 

・緑の募金推進事業は、秋期キャンペーン緑化バッジの製作を中止した。 

［当初予算 3,993 千円→補正予算 1,701 千円］ 

・緑化推進・森林の整備事業は、募金額に応じて交付金の減少等が予測された。 

［当初予算 8,796 千円→補正予算 4,640 千円］ 

・森林環境教育・森林ＥＳＤ推進は、助成事業を縮小し、その他の事業を中止した。 

［当初予算 1,922 千円→補正予算 720 千円］ 

・普及啓発事業は、コロナの影響によるイベントの中止があった。 

［当初予算 1,469 千円→補正予算 1,357 千円］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国土緑化推進機構の募金収入調査（2020 年 1 月～12 月）によれば、前年比 62％の大阪が全国の

都道府県の中で最も減少率が高かった。（全国平均 91％） 

 

 収入の部は、2021 年 1 月 19 日に 200 万円の持続化給付金（1/13 申請）の入金があった。2020

年度の事業は上記のように縮小してほぼ終了している一方で、2021 年度も新型コロナウイルスの

影響で募金収入が影響を受けることが予想されるため、2021 年度事業の執行に充当するものとし

た。 
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１． 緑の募金運動推進事業 

（１） 普及啓発資材の整備 

緑の募金運動および普及啓発の円滑な推進を図るため、2020 年秋用および 2021 年春用の募

金資材を整備した。（緑の羽根、緑化バッジ、ＰＲチラシ、ポスター、募金箱） 

秋期キャンペーン緑化バッジの製作を中止し、過去の秋デザインバッ

ジの活用をすすめた。2021 年春期バッジは、前年の「ツクシ」の優先的

な活用を前提に、2020 年の 13,000 個のところ 7,000 個製作とした。 

（２） 募金活動の推進 

街頭募金、学校募金、家庭募金、職場募金、企業募金等の募金を呼びかけた。 

＜キャンペーン期間＞ ・春季 2020 年 3 月 1 日～5 月 31 日 

・秋季 2020 年 9 月 1 日～10 月 31 日 

（３） 募金拡大 

出向者受け入れの中止の伴い協力者の拡大は行わなかった。 

クラウドファンディング、キャッシュレス募金等、募金方法の多様化を進めた。 

（P17「コロナ禍における募金対策」参照） 

 

２． 緑化推進・森林の整備事業 

（１） 緑化事業等交付金 

募金活動に協力した団体や学校、企業による地域や学校の緑化を推進するため、集められた募

金額の 40%を上限に、該当団体の申請に基づき緑化事業等交付金を交付した。 

第 3 回（2 月～11 月振込分）まで 181 件 1,575,594 円 

（２） 堺第７－３区「共生の森づくり」の推進 

市民・NPO 等の参加で例年実施されていた「共生の森づくり」イベントは中止となった。 

（３） 生駒花屏風支援事業 

生駒山系を屏風に見立てて彩豊かな“花屏風”を作る「生駒花屏風支援事業」として、6 団体へ

の助成を行った。例年行っているハイキングは中止となった。 

（４） 平和の緑づくり事業 

大阪府内の平和堂店舗の有料レジ袋の収益金の一部からなる寄付を活用し、学校や幼稚園、保

育園などで身近な緑づくり（植樹と「緑の教室」の開催）を推進した。 

申請 2 件、採択 2 件 

（５） 緑の少年団活動支援事業 

子どもたちが緑や自然に触れ、森林や緑化に関する意識が高められるよう、大阪府緑の少年団

連盟 4 団に助成を行った。例年行っている交流集会は中止となった。 

（６） その他 

2021 年春バッジ（キイチゴ） 
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① 中央交付金の交付 

国土緑化推進機構に対して、中央交付金（広域的な森林整備や緑化の推進に活用される）と

して緑の募金の 2%相当額に 250 千円を加えた額を交付する。（3 月予定） 

② 緑化推進運営協議会の運営 

緑の募金の適切な運用を図るため、有識者からなる緑化推進運営協議会を開催。 

・第 55 回緑化推進運営協議会：書面決議 6/5 

・第 56 回緑化推進運営協議会：書面決議 11/6 

・第 57 回緑化推進運営協議会：オンライン開催 2/19 

③ 募金・緑化功労者の表彰 

募金額による推薦団体は該当なし。 

「ふれあいの森林づくり」1 団体、緑化功労者 1 団体及び２名の推薦を行った。（いずれも

本推薦なし） 

 

３． 森林環境教育・森林 ESD の推進 

（1） 研究会等への参加・イベントの開催 

近畿中国森林管理局において、幼稚園や保育園で行う、森林や園庭・公園など身近な自然環境

を活用した自然体験の取組みなどを紹介するパネル展示（2/2～25）を行った。 

教員免許状更新講習の企画・運営は主催者である大阪教育大学が開催中止を決定した。 

普及啓発ツールの開発は財源不足により中止し、来年度以降の取組みも見送る。 

（2） みどりづくりの輪活動支援事業 

子どもたちによる生物多様性につながる自然環境保全活動、森林整備活動、校庭・園庭等の緑

化やビオトープの整備等への助成を行った。 

申請件数 5 件、採択 2 件 

（3） 「学校に森林と木の香りを」整備事業 

子どもたちが国産木材の利用や緑の効用について理解を深めるため、教育施設の木質化や森林

に関する学習の実施に対する助成を行った。 

申請件数 10 件、採択 3 件 

 

４． 普及啓発事業 

（1） 会報誌・メールマガジンの発行、ホームページ・SNS の運営 

会報誌は年 4 回の発行を年 3 回とし、これまでの紙媒体を主体とした情報発信からの転換を図

った。ホームページ、フェイスブックやインスタグラム等ネット環境の有効活用を進め、ホーム

ページリニューアル、メールマガジン発行の準備を進めた。 

（2） 普及啓発イベントへの参加 

例年、募金活動を行っているイベント（大阪府立図書館との共同事業、一般社団法人 大阪損
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害保険代理業協会総会、一般社団法人 大阪府木材連合会の催事、いずみの国の自然館クラブ オ

オムラサキ祭り、生活クラブ生協フェスタ、大阪府農業委員会大会）が開催中止となり、クラフ

ト出店イベント（平林まつり、森林の市、大阪自然史フェスティバル）も開催中止となった。 

（3） ポスターコンクールの実施 

国土緑化運動を推進するためのポスター原画コンクール。 

10/10 審査会を開催、国土緑化推進機構中央審査会の結果、入選なし。 

大阪みどりのトラスト協会賞 12 名  
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報告案件 ② 

単位：千円

科目
2019年度
決算額

2020年度
補正予算額

2020年度
決算見込み

備考

Ⅰ　収入の部

１．緑の募金収入 20,317 10,291 12,914

２．助成金等収入 500 450 450

３．運用財産利息収入 0 0 0

４．雑収入 13 1 2,001 2020年度持続化給付金200万円

当期収入合計（Ａ） 20,829 10,742 15,365

前期繰越収入差額（Ｂ） △ 4,016 △ 3,320 △ 3,320

収入合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 16,814 7,422 12,045

Ⅱ　支出の部

１．緑の募金推進事業

　　募金活動費 3,799 1,579 1,539 資材整備他

　　募金拡大 0 2 8

小計 3,799 1,581 1,547

２．緑化推進・森林の整備事業費

　　緑化事業等交付金 4,457 1,529 1,851

　　堺第７－３区「共生の森づくり」推進費 351 351 0

　　生駒花屏風支援事業 1,383 1,253 1,127

　　平和の緑づくり事業 307 285 310

　　緑の少年団活動支援事業 400 408 455

　　中央交付金の交付 1,150 800 519 13,444千円×0.02+250千円

　　緑化推進運営協議会の運営 22 11 16

　　募金・緑化功労者の表彰 0 3 3

　　国緑対応 0 120 120 国緑会費12万円

小計 8,068 4,760 4,401

３．森林環境教育・森林ＥＳＤ推進事業

　　教員免許状更新交流の企画・運営 0 0 0

　　研究会等への参加、イベントの開催 0 0 15

　　普及啓発ツールの開発 0 0 0

　　みどりづくりの輪活動支援事業 463 310 367

　　「学校に森林と木の香りを」整備事業 589 410 611

小計 1,051 720 993

４．普及啓発事業費

　　会報誌の発行・メールマガジンの発行 103 269 278

　　ホームページ、ＳＮＳの運営 0 793 698

　　普及啓発イベントへの参加 259 20 20

　　ポスターコンクールの実施 259 275 233

    その他 27 0 53

小計 648 1,357 1,282

５．推進事務費 6,567 3,245 6,063

当期支出合計（Ｄ） 20,134 11,663 14,286

当期収支差額（Ａ）－（Ｄ） 695 △ 921 1,079

次期繰り越し収支差額（Ｃ）－（Ｄ） △ 3,320 △ 4,241 △ 2,241

令和2（2020)年度「緑の募金」収支決算見込み
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報告案件 ③ 「緑の募金」関連の不適切事案への対応策ついて 
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不正等の防止について各都道府県緑化推進委員会で実施された取組（予定を含む） 

（国土緑化推進機構に報告された対応の概要一覧） 

（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国土緑化推進機構に報告のあった都道府県のみ掲載。 

 

 

No 緑化推進委員会名 対応の概要

1
（公社）北海道森と
緑の会

12月2日付けで各市町村緑化推進委員会及び森と緑の会各支部宛に文書により

事案を周知し情報共有を図るとともに、適切な募金事務の取扱について依頼し

ました。

2
（公社）青森県緑化
推進委員会

会計処理規定に基づき緑の募金を処理し不正等の防止を図っているが、改めて

市町村緑化推進連絡会議において不適切事案を各市町村と共有することとして

おります。

3
（公社）岩手県緑化
推進委員会

募金活動を行う各支部・各地区協議会に対し不適切事案の情報共有を図ったほ

か、組織全体でより適切な業務推進を図るため、「緑の募金実施要領」を一部

改正（年度終了後の残高証明書の提出規定の追加等）し周知を図りました。

7
（公社）福島県森
林・林業・緑化協会

令和２年１２月１７日に開催した緑化推進事業担当者会議において、「令和３

年度緑の募金計画」を示すとともに、緑の募金の取扱いと納付方法について市

町村の担当者へ再度不正防止の徹底をお願いしました。

8
（公社）茨城県緑化
推進機構

①年に一度(2月ごろ)、茨城県内各市町村の担当者に出席いただき、緑の募金の

実施についての説明を兼ねた会議を実施しております。

②不適切事案が発生した場合は直ちに茨城県内各市町村へ通知をし、注意喚起

を行っております。

10
（公社）群馬県緑化
推進委員会

令和３年募金開始にあたって、県内各地区緑化推進委員会の担当者会議におい

て、紹介された他県事例と対応策を提示し、各地区緑推で開催される担当者

（市町村職員）会議や総会において、他県の事例を参考に不適切事案の未然防

止に努めるよう要請します。

12
（公社）千葉県緑化
推進委員会

令和３年１月６日付けで、全市町村緑化事業(緑の募金)担当課⾧に対し、①不

適切事案等の情報共有を図り ②事務の遺漏や不正の防止等について、万全を

期されるよう周知徹底しました。

19
（公財）山梨県緑化
推進機構

令和２年１２月２４日に、各地区緑化推進会議及び各市町村緑化推進組織に対

し、紹介のあった今回の不正事案を提示し、内容の確認と事務の遺漏や不正の

防止の徹底を依頼しました。今後、当機構独自の「緑の募金」に係る会計処理

における不正防止マニュアル等の作成を検討します。

20
（公財）長野県緑の
基金

今回の不適正事案に係る情報提供を受けて、直ちに県内の各緑化推進団体あて

に募金の適切な取り扱いの徹底を周知するとともに、令和２年１２月に開催し

た地区緑化推進団体等担当者会議において重ねて不正防止の徹底をお願いしま

した。

22
（公財）静岡県グ
リーンバンク

当者打合せ会で、今回の他県での事案発生を情報共有し注意を喚起し、現金の

管理等に市町で定められている規程を準用することを再確認ました。

現金の扱いを避けるため、活動者から市町緑化推進協議会への送金手数料は、

市町緑化推進協議会の交付金から支出できることを明記することにします。

３年に一度を目途に市町を訪問し「緑の募金事業の実績確認・緑の募金の管理

状況」を確認することとします。
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（2/2） 

  No 緑化推進委員会名 対応の概要

27
（公財）大阪みどり
のトラスト協会

家庭募金に取組んでいる市の担当者に、不適切事案の報告を送付して情報共有

を図り注意喚起します。

街頭募金では、金銭の取り扱い等に関する注意（複数名での集計、交付した封

印紙での封印等）を募金活動の資料説明に記載します。

緑化推進運営協議会において、不適切事案の発生と大阪での取り組みについて

報告します。

28
（公社）兵庫県緑化
推進協会

令和2年12月7日付けで、市町緑化推進委員会あてに注意喚起文書（内容：預金

通帳と帳簿等との整合性を定期的にチェック、担当者一人での事務処理となら

ないよう、複数の職員での確認）しました。

29
（公財）奈良県緑化
推進協会

家庭募金の収集は、市町村に緑の募金を集める緑化関係の協会や委員会が無い

ため、協会が直接、自治会等から集めています。

31
（公社）鳥取県緑化
推進委員会

令和2年12月21日に、県担当課が緑化推進委員会における「緑の募金」の管理

状況等の緊急点検（県庁内各所より県緑化推進委員会へ直接持ち込まれた現金

の授受から口座入金へ至るまでの流れの確認）を行いました。適切に管理され

ていることが確認されましたが、領収書発行の徹底や募金集計表の記載の充実

などの改善点が指摘されました。

33
（公社）岡山県緑化
推進協会

市町村の同意が得られたところから、募金の送金は、原則、金融機関の振込用

紙により、募金寄付者に直接県協会へ振込をお願いすることとし、県、市町村

職員は出来るだけ募金(現金)を取り扱わないようにします。

募金寄付者から振込の依頼があった場合は、その場で預かり証等を発行し、そ

の後、金融機関の受領書の原本を募金寄付者へ送付することで送金ミスを防止

します。

34
（公社）広島県みど
り推進機構

①今般の不適切な事例を市町支部に通知し，注意喚起を促すとともに，改めて

 適切な事務処理を依頼しました。②次に，緑の募金の寄付金等の事務処理要領

に基づいて事務を行っている（特に，現金受領時の領収書の発行，現金の口座

の入金出金の複数での確認等）か，１２月に市町支部に点検，調査を実施し、

その結果，全ての市町支部において，組織として対応していること，適切に事

務処理を行っていることを確認しました。

35
（公財）やまぐち農
林振興公社

県土緑化推進委員会会⾧・当公社理事⾧の連名で、各地区緑推を通じて各市町

緑推に対して「緑の募金の適切な管理の徹底」の指導文書を発出しました。

40
（公財）福岡県水源
の森基金

各市町村における「マニュアル」履行状況の緊急自己点検等を実施し、「マ

ニュアル」の確実な履行を確保します。

各市町村協議会訪問調査を、臨機応変な訪問等により拡充します。

42
（公社）長崎県緑化
推進協会

各市町へ不適切事案のお知らせ及び適切な処理を実施するよう通知しました。

「緑の募金推進会議」での検討事項として、各市町の「緑の募金」の管理体制

についての調査表を提出するよう依頼しました。調査表を集約し「緑の募金」

の適切な事務処理について再度周知を図ることとします。

43
（公社）熊本県緑化
推進委員会

地域みどり推進協議会を通じ、事務局での現金の取扱いの規定も示して、①募

金等の複数人での確認、②現金収納時の領収書発行あるいは受領記録、③金庫

の管理、④収納した現金の金融機関への遅滞のない納入、⑤普段の募金状況の

確認と募金集金終了後の速やかな緑化推進委員会への納入について特に徹底を

図るようお願いしました。

※ 国土緑化推進機構に報告のあった都道府県のみ掲載。 

 



 

9 

 

令和 3（2021） 年度 「緑の募金」 事業計画（案） 

 

2020 年度は新型コロナウイルス感染症により、緑の募金活動は全国的に影響を受けた。他の都

道府県に比べ、街頭募金や学校募金の割合が大きい大阪府は、前年比 61％（2020 年 4～2021 年 1

月）と、その影響が大きかった。 

2021 年度もコロナの影響が残るスタートとなるが、募金活動を実施する場合の注意事項等を徹

底していただくとともに、キャッシュレス募金の導入や SNS を活用した広報活動等、新たな時代

に対応した募金活動を進める。 

また、（公社）国土緑化推進機構とともに、SDGｓ達成への貢献を目指し、緑の未来を担う子ど

もたちへの助成・森林環境教育などを進める。 
 

１． 緑の募金運動推進事業（予算 2,535 千円）  

① 募金資材の整備 

緑の募金運動および普及啓発の円滑な推進を図るため、2021 年秋用および 2022 年春用の募

金資材を整備し、活用する。 

 

募金資材 概 要 
緑の羽根 緑の募金運動のシンボルである緑の羽根を準備し、募金者に配布する。 
緑化バッジ 大阪府立港南造形高等学校の協力を得て、植物の葉や花をモチーフとした緑化

バッジを、春と秋のキャンペーンに合わせて作成し、募金者に配布する。 
ＰＲチラシ 以下の目的に応じたチラシを作成し配布する。 

 緑の募金の普及啓発/物品寄附の周知/遺贈による寄付の周知 
ポスター 募金実施団体の希望により配布するとともに、公共施設や道の駅などに依頼

し、掲出する。 
募金箱 募金形態にあわせて使用できるよう、紙製、間伐材製、街頭募金向けストラッ

プ付の 3 種類を整備する。 
 

② 募金の呼びかけ 

2021 年度の募金目標額を 16,000 千円とし、以下の団体へ協力依頼し、街頭募金、学校募金、

家庭募金、職場募金、企業募金等の募金を呼びかける。 

 

種別 協力団体 

街頭募金 
日本ボーイスカウト大阪連盟、(一社)ガールスカウト大阪府連盟、緑の少年団

（大阪府内 6 団） 

学校募金 各市町村教育委員会、大阪私立中学校高等学校連合会 他 

家庭募金 大阪府内 43 市町村 

職場募金 

企業募金等 

大阪府、大阪府警察本部、近畿中国森林管理局、大阪商工会議所、大阪府木材

連合会、大阪湾広域臨海環境整備センター、大阪商工信用金庫、大阪府生活協

同組合連合会、大阪いずみ市民生活協同組合、ダイドードリンコ(株) 他 

第１号議案 
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・企業の社会貢献活動（CSR）への考え方が成熟している中、企業からの使途指定寄付への要

望にも応えていく。 

・キャッシュレス募金、WEB から募金ができる「つながる募金」や家庭に眠る物品の寄付(お

宝エイド)物品寄付や遺贈による寄付、など、募金方法の多様化に向けた仕組みづくりに取

り組み、ホームページやイベント等で周知し、普及啓発を図る。 

③ 募金キャンペーンの実施 

募金キャンペーン期間を設け、各団体による街頭募金を集中的に実施するとともに、府内各

地で行われる各市町村や各種団体等の緑化関連イベントなどで緑の募金活動を強化し、周知を

図る。 

＜キャンペーン期間＞ ・春季 2021 年 3 月 1 日～5 月 31 日 

・秋季 2021 年 9 月 1 日～10 月 31 日 
 

２． 緑化推進・森林の整備事業（予算 6,794 千円） 

（１） 緑化事業等交付金（予算 3,000 千円） 

募金活動に協力した団体や学校、企業による地域や学校の緑化を推進するため、集められた募

金額の 40%を上限に、該当団体の申請に基づき緑化事業等交付金を交付する。 

（２） 堺第７－３区「共生の森づくり」の推進 （予算 270 千円） 

地球温暖化防止にかかる運動の一環として、堺第 7-3 区における市民・NPO 等の府民参加で

実施されている「共生の森づくり」活動へ助成する。 

（３） 生駒花屏風支援事業 （予算 1,200 千円） 

生駒山系を屏風に見立てて彩豊かな“花屏風”を作る「生駒花屏風支援事業」への助成を行う。

同事業を推進する生駒山系森づくりサポート協議会の活動や主催行事に参加し、緑の募金の PR

を行う。 

（４） 平和の緑づくり事業（予算 750 千円） 

大阪府内の平和堂店舗の有料レジ袋の収益金の一部からなる寄付を活用し、学校や幼稚園、保

育園などで身近な緑づくり（植樹と「緑の教室」の開催）を推進する。 

（５） 緑の少年団活動支援事業（予算 780 千円） 

子どもたちが緑や自然に触れ、森林や緑化に関する意識が高められるよう、大阪府緑の少年団

連盟に対して活動助成を行う。 

（６） その他（予算 794 千円） 

① 中央交付金の交付 
国土緑化推進機構に対して、中央交付金（広域的な森林整備や緑化の推進に活用される）と

して緑の募金の 2%相当額に 250 千円を加えた額を交付する。 

② 緑化推進運営協議会の運営 

緑の募金の適切な運用を図るため有識者からなる緑化推進運営協議会を年 2 回以上開催する。 
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③ 募金・緑化功労者の表彰 

国土緑化推進機構に対して、募金・緑化功労者の推薦を行うとともに、表彰を行う。 

 

３． 森林環境教育・森林 ESD の推進（予算 1,490 千円） 

（１） 教員免許状更新講習の企画・運営（予算 300 千円） 

大阪教育大学、大阪府森林組合と連携し、教員免許状の更新時に受講する講習の一科目として

「森林 ESD」に関する講習を企画し、令和 3（2021）年度の夏に実施する（募集人数は 22 名を

予定）。講習内容の精査・改善を図りながら、翌年度以降も実施する。 

（２） 研究会等への参加、イベントの開催（予算 100 千円） 

国土緑化推進機構や関係団体とともに、森林 ESD の推進に向けた研究会・勉強会に参画する。

また、森林環境教育・森林 ESD の普及啓発を目的としたパネル展を開催する。 

（３） みどりづくりの輪活動支援事業（予算 470 千円） 

子どもたちによる生物多様性につながる自然環境保全活動、森林整備活動、校庭・園庭等の緑

化やビオトープの整備等に助成する。 

（４） 「学校に森林と木の香りを」整備事業（予算 620 千円） 

子どもたちが国産木材の利用や緑の効用について理解を深めるため、教育施設の木質化や森林

に関する学習の実施に対して助成する。 

 

４． 普及啓発事業（予算 682 千円） 

紙媒体を主体とした情報発信からの転換を図り、ネット環境の有効活用を進める。メールマガ

ジン、ホームページ、SNS 等多様な媒体による重層的な情報発信を行う。 

クラフト出店等による普及啓発イベントへの参加、ポスターコンクールの実施については、効

率化や改善を図りつつ実施する。 

（１） 会報誌の発行・メールマガジンの発行（予算 135 千円） 

2020 年度、大阪みどりのトラスト協会より年 3 回発行した会報誌について、今年度は年次報

告書形式で年 1 回の発行とする。年間の日常的な情報提供やイベントへの参加呼びかけ等は、メ

ールマガジンの定期的発行に切り替える。ネット環境が不十分な読者に対しては、FAX、郵送等

を併用して対応する。 

（２） ホームページ、SNS の運営（予算 300 千円） 

緑の募金の事業内容がわかりやすくタイムリーに伝わるよう、ホームページの全面リニューア

ルを実施し、掲載内容の充実、職員による操作性の向上、モバイルへの対応等を図った。新たに

YouTube 等での動画配信を行い、引き続き Facebook 及び令和元（2019）年度から実施した

Instagram を活用し、活動報告等日常的な協会の動きをタイムリーに発信する。 

（３） 普及啓発イベントへの参加（予算 44 千円） 

緑の募金を活用して進める「生物多様性の保全」、「木材の利活用促進」、「森林 ESD の推進」

等について理解を深めるため、府民を対象とした関連イベントへブースを出店し、自然素材を活

用したクラフト体験の機会を提供するとともに、緑の募金への協力を呼びかける。 

（４） ポスターコンクールの実施（予算 150 千円） 
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国土緑化運動を推進するためのポスター原画コンクールに参加し、優秀作品を選出し表彰する。 

（５） その他（予算 53 千円） 

編集ソフトの年間使用料。 

 

５． 推進事業体制の整備（予算 6,500 千円） 

緑の募金事業推進に伴う事務所経費および人件費など、必要な事務的経費を支出する。 
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第２号議案 

単位：千円

科目
2020年度

補正予算額
①

2020年度
決算見込み

2021年度
予算額

②

前年度
予算対比
②－①

備考

Ⅰ　収入の部

１．緑の募金収入 10,291 12,914 16,000 5,709

２．助成金等収入 450 450 0 △ 450
中央交付金の引き下げとともに国緑
からの交付は2020年までで終了

３．運用財産利息収入 0 0 0 0

４．雑収入 1 2,001 1 0 2020年度持続化給付金200万円

当期収入合計（Ａ） 10,742 15,365 16,001 5,259

前期繰越収入差額（Ｂ） △ 3,320 △ 3,320 △ 2,241 1,079

収入合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 7,422 12,045 13,760 6,338

Ⅱ　支出の部

１．緑の募金推進事業

　　募金活動費 1,579 1,539 2,535 956 資材整備、募金経費他

　　募金拡大 2 8 0 △ 2

小計 1,581 1,547 2,535 954

２．緑化推進・森林の整備事業費

　　緑化事業等交付金 1,529 1,851 3,000 1,471

　　堺第７－３区「共生の森づくり」推進費 351 0 270 △ 81

　　生駒花屏風支援事業 1,253 1,127 1,200 △ 53

　　平和の緑づくり事業 285 310 750 465

　　緑の少年団活動支援事業 408 455 780 372

　　中央交付金の交付 800 519 570 △ 230

　　緑化推進運営協議会の運営 11 16 38 27

　　募金・緑化功労者の表彰 3 3 6 3

　　国緑対応 120 120 180 60 国緑会費12万円

小計 4,760 4,401 6,794 2,034

３．森林環境教育・森林ＥＳＤ推進事業

　　教員免許状更新交流の企画・運営 0 0 300 300

　　研究会等への参加、イベントの開催 0 15 100 100

　　（普及啓発ツールの開発） 0 0 0 0

　　みどりづくりの輪活動支援事業 310 367 470 160

　　「学校に森林と木の香りを」整備事業 410 611 620 210

小計 720 993 1,490 770

４．普及啓発事業費

　　会報誌の発行・メールマガジンの発行 269 278 135 △ 134

　　ホームページ、ＳＮＳの運営 793 698 300 △ 493

　　普及啓発イベントへの参加 20 20 44 24

　　ポスターコンクールの実施 275 233 150 △ 125

    その他 0 53 53 53

小計 1,357 1,282 682 △ 675

５．推進事務費 3,245 6,063 6,500 3,255

当期支出合計（Ｄ） 11,663 14,286 18,001 6,338

当期収支差額（Ａ）－（Ｄ） △ 921 1,079 △ 2,000 △ 1,079

次期繰り越し収支差額（Ｃ）－（Ｄ） △ 4,241 △ 2,241 △ 4,241 0

令和3（2021)年度「緑の募金」収支予算（案）
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「緑の募金」による緑化推進事業等交付金交付要領 
 
（要領の目的） 

第１条  この要領は「緑の募金」による寄附金を用いて実施する緑化の推進及び森林整
備（以下「緑化推進事業等」という。）に対する交付金（以下「緑化推進事業等交付
金」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（緑化推進事業等交付金の対象） 

第２条  緑化推進事業等交付金は募金団体が実施する緑化推進事業等に対して交付す
るものとする。また、募金団体が募金総括協力団体等と協同して緑化推進事業等を実
施する場合も同様とする。ただし、個人と法人経費からの募金、交付金の算定基準と
なる募金総額が 1,000 円以下の場合（市町村教育委員会が取りまとめを行っている学
校募金等を除く）については対象とならない。 

 
（緑化推進事業等） 

第３条  緑化推進事業等は、学校、公園、道路その他の公共的施設、地域における緑化
の推進及び森林整備の推進に資するものならびにこれらに付随する事業とする。但し、
飲食費、交通費、駐車場代での使用は不可とする。 

  Ａ 植樹・造園・花壇整備等の事業 
      （例）樹木・草花・球根・種子等の購入及び植栽 
  Ｂ 森 林 の 整 備 、 植栽樹木等の保育・維持管理のための事業 
      （例）鎌等作業用具の購入、肥料等資材の購入 
  Ｃ ビオトープの整備、貴重種の保護・増殖等の事業 

 （例）トンボ池の造成、植生調査の実施等 
Ｄ  緑 化 及 び 森 林 の 整 備 の 普 及 啓 発 を 図 る た め の 事 業  

      （例）苗木等の配布、講演会の開催、研修会の開催、自然素材を用いた
クラフト製作のための資材費、啓発用看板の設置等 

Ｅ 緑 化 及 び 森 林 の 整 備 関係図書等の整備事業           
      （例）樹木園芸図鑑等の購入 

 ２ 前項のほか「緑の募金事業」としてふさわしいと認められるものとする。 
 ３ 事業期間は、原則として交付の決定を受けた日の属する年度末までとする。 
 
（緑化推進事業等交付金の交付額） 

第４条 緑化推進事業等交付金は、募金団体からの募金総額の４割から、その下二桁を
切り捨てた金額を上限とする。 

 
（緑化推進事業等交付金の交付手続） 

第５条  公益財団法人大阪みどりのトラスト協会（以下「協会」という。）は募金団体及
び募金総括協力団体に対して、「緑の募金」による緑化推進事業等交付金予定金額を
通知するものとする。 

第３号議案 交付金要領改訂（案）について 
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 ２ 募金団体は前項の通知に基づき、緑化推進事業等交付金交付申請書（様式第１号、
以下「申請書」という。）を指定した期日までに協会に提出するものとする。ただし、
大阪市以外の市町村立学校、ボーイスカウト各団、ガールスカウト各団については、
募金総括協力団体である各市町村教育委員会、日本ボーイスカウト大阪連盟、一般
社団法人ガールスカウト大阪府連盟を経由して、協会に提出するものとする。 

 ３ 協会は前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を検討し、適当と認
める事業を決定するものとする。 

 ４ 協会は前項の決定に基づき、緑化推進事業等交付金を交付するものとする。 
 ５ 第５条第２項の指定した期日までに交付申請のないものは交付金の受領を辞退し

たものとする。 
 
（実績報告書） 

第６条  緑化推進事業等交付金の交付を受けた募金団体は、申請書記載の事業計画に基
づいて事業を実施し、次年度の 4 月 30 日までに緑化推進事業等交付金実績報告書（様
式第２号、以下「報告書」という。）を協会に提出するものとする。 

 ２ 前条第２項ただし書きの規定は、前項の規定による報告書の提出について準用する。 
 
（緑化推進事業等交付金の返還） 

第７条  交付金の交付を受けた募金団体が、前条第１項に規定する事業を中止し、又は
廃止する場合は、速やかに緑化推進事業等交付金返還届（様式第３号、以下「返還届」
という。）を協会に提出し、協会の指示に従い、緑化推進事業等交付金を返還するも
のとする。 

 ２ 第５条第２項ただし書きの規定は、前項の規定による返還届の提出について準用す
る。 

 
（実績調査等） 

第８条  協会は、緑化推進事業等の実施状況等について、必要に応じ指導し調査できる
ものとする。 

 
（その他） 

第９条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、緑化推進運営協議会にて定める。 
 
附  則 
 この要領は平成 8 年 11 月 15 日から施行する。 
附  則 
 この要領は平成 11 年 2 月 9 日から施行する。 
附  則 
 この要領は平成 14 年 10 月 15 日から施行する。 
附 則 
 この要領は平成 16 年 9 月 15 日から施行する。 
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附 則 
 この要領は平成 20 年 6 月 20 日から施行する。 
附 則 
 この要領は平成 24 年 4 月 25 日から施行する。 
附 則 
 この要領は平成 30 年 7 月 26 日から施行する。 
附 則 
 この要領は令和 2 年 3 月 5 日から施行する。 

附 則 
 この要領は令和 3 年 2 月 19 日から施行する。 
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コロナ禍における募金対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ フェイスブックの活用による緑の募金の呼びかけ 

 2020 年春及び秋キャンペーン時において、フェイスブックにて情報発信を行った。 

・フェイスブック掲載回数 118 回（2020 年 1～12 月）前年比 66％（2019 年 179 回） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年 6 月第 55 回緑化推進運営協議会（書面開催）における意見 

令和 2 年度について、募金額の大幅な減少が予想される中、支出を削減して収支のバランス

を図るとのことであるが、できるだけ事業規模を確保するために、増収に向けた新たな募金手

法についても積極的に検討されたい。 

上記意見に対する事務局回答（議事録より） 

次のような方法により、増収に向けた活動を展開する。 

１ フェイスブックやインスタグラムの活用、動画作成による募金の呼びかけ。 

２ 企業募金、職場募金への積極的な取組。 

３ 大阪オリジナルピンバッジのバックナンバーを活用した募金の呼びかけ。 

４ 中央と協力したキャッシュレス決済の導入に向けた検討。 
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２ 企業募金への積極的な取組 

 例年春期に、大阪商工会議所の総会で会員企業様への呼びかけを行っていただいているが、コロ

ナの影響で総会が延期となった。そのため、秋期キャンペーンでの呼びかけとなったが、会員企業

様への依頼状において、コロナの影響で街頭募金や学校募金が中止となっている状況を報告し、緑

の募金へのご協力をお願いしたところ、前年同様のご寄付をいただいた。 

 また、平和の緑づくり、生駒花屏風等の事業に対する募金、自動販売機募金等により、企業募金

は前年同様の募金額となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大阪オリジナルピンバッジのバックナンバーを活用した募金の呼びかけ 

 協会 HP に緑化ピンバッジのバナーを設置し、認知向上を図った。 

 コロナで中止となった街頭募金に代わる募金方法として、過去のバッジを活用した募金の呼びか

けを行ったところ、ガールスカウトの 9 団体より申し込みがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（千円）

種別 2019年 2020年
前年比

（％）

企業募金 5,866 5,716 97%

職場募金 6,138 4,085 67%

学校募金 4,780 2,125 44%

街頭募金 3,081 175 6%

家庭募金 798 1,159 145%

その他 986 184 19%

総計 21,648 13,444 62% 0

2,000

4,000

6,000

8,000

企業募金 職場募金 学校募金 街頭募金 家庭募金 その他

千円 緑の募金（1月～12月）

2019年 2020年
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４ 中央と協力したキャッシュレス決済の導入に向けた検討 

 国土緑化推進機構とともにキャッシュレス決済大手の PayPay 募金の導入を進め、2021 年３月

から開始する予定となった。 

募金方法は、スマートフォンで QR コードを読み込み、募金額を入力して決済するもので、募金

活動団体ごとに専用 QR コードを作成し活用することにより、団体が集めた「緑の募金」として扱

われ、緑化事業等交付金の対象とすることができる。（添付資料参照） 

 現在、募金団体ごとの専用 QR コード申込を受付中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ホームページのリニューアルとクレジットカード決済システムの導入 

 スマートフォンでも見やすくするなどのリニューアルに加え、ホームページからクレジットカー

ド決済できる「コングラント」を導入する。2021 年 3 月スタート予定。 

コングラントは、対応する口座の数が限られる無料プラン利用のため、協会やトラストファンド

への寄付はできるようになるが、スタート時点では緑の募金は対応できない。協会への寄付・トラ

ストファンドの利用状況をみて、有料プランに切り替え、緑の募金への利用を検討する。 

なお、現在のホームページでもソフトバンクの「つながる募金」（旧「かざして募金」）で、ソ

フトバンク以外のスマートフォン、ＰＣからも利用可能であるが、利用者は少ない。 

 

６ 家庭募金の取組み 

 現在、家庭募金に取り組んでいる市町村は高槻市と和泉市にとどまっているため、大阪府ととも

に市町村への協力をお願いし、家庭募金の取組みを促進する。 

 

 

 

 

 

PayPay 募金開始延期のお知らせ 

PayPay 募金の窓口となっている国土緑化推進機構

より、開始時期が大幅に遅れる（2022 年春予定）と

連絡がありました。取り組みを進めていただいてい

る団体様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませ

ん。 
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